
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
二
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
都
道
府
県
知
事
が
行

う
埋
葬
又
は
火
葬
の
方
法
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
十
三
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
都
道
府
県
知
事
が
行
う

埋
葬
又
は
火
葬
の
方
法
を
定
め
る
告
示

火
葬
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
死
体
の
火
葬
が
行
わ
れ
な
い
状
態
が
続
き
、
一
時
的
な
埋

葬
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
都
道
府
県
知
事
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
埋
葬
又
は
火
葬
を
行
う
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
遺
族
の
意
思
を
確
認
す
る
も
の

と
す
る
。


